
 

                                                  
 

名     称 
 

 

  一之江駅付近西部地区地区計画 
 

 

  位     置 ※ 
 

  江戸川区春江町四丁目及び春江町五丁目各地内 
 

 

  面     積 ※ 
 

 

  約１３．３ｈａ 
 

地区計画の目標 

 

 １ 快適でやすらぎのある住宅地の形成 
良好な居住環境を害する建築物を抑制し、道路の拡幅、公園の設置及び沿道緑化に努め、快適でやすらぎのある居住環境の
創出を図る。 

 ２ 後背住宅地と調和のとれた沿道型市街地の形成 
放射３１号線及び環状７号線沿線については、後背住宅地との調和を図りながら、商業系・業務系・流通系・沿道サービス
系施設等の立地誘導により、沿道型市街地の形成を図る。 
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域
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 土地利用の方針 
 
 

 

 １ 公共空間の確保、沿道緑化の推進及び住環境を害する建築物の抑制を図り、良好な市街地住宅地の形成を図る。 
 ２ 放射３１号線及び環状７号線沿線について商業系・業務系・流通系・沿道サービス系施設等の立地誘導を図り、あわせて、
中高層建築物の街並み形成を図る。 

 
 

 地区施設の整備の方針 
 
 
 
 

 

 １ 道路 
放射３１号線及び環状７号線からの大型車輌等の通過交通を防止し、地区の利便性、快適性、安全性を考慮した区画道路の
整備を図る。 

 ２ 公園 
   居住者のやすらぎ、憩い、遊びの場として、公園の整備を図る。 

 

 建築物等の整備の方針 
 
 
 
 

 

  緑多い快適な住宅地を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構
造の制限を行い、かつ、敷地内空間の緑化を進めることにより環境の向上を図る。 
  なお、放射３１号線及び環状７号線沿線については、中高層の街並み形成を図るため、前記による制限の他に建築物の容積率
の最低限度、建築物等の高さの最低限度の制限を行う。 
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「一之江駅付近西部地区地区計画」計画書 《計画決定 S63.1.14 江戸川区告示第 15号》 

《計画変更 H28.8. 1 江戸川区告示第482号》 
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公  園 

 
 
 
 

公園１号 春江おひさまひろば 約３５０㎡ 既 存（児童遊園） 

公園２号 春江五丁目第二児童遊園 約１，２００㎡ 新 設 

公園３号  約１，３００㎡ 新 設 

公園４号 春江五丁目公園 約１，０００㎡ 新 設 

公園５号 春江五丁目児童遊園 約３５０㎡ 既 存（児童遊園） 
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 建築物等の用途の

制限     ※ 
 
 
 
 

 

  次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、放射３１号線及び環状７号線に面する建築物はこの限りではない。 
 (1) ゲームセンター 
 (2) 倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が１５０㎡を超える建築物 
 (3) 荷貨物集配所 
 

 

 建築物の容積率の
最低限度 

 

 

  放射３１号線及び環状７号線に面する建築物の容積率は、１５０％以上とするものとする。 
 
 
 

 

 建築物等の高さの 
 最低限度 
 

 

  放射３１号線及び環状７号線に面する建築物の高さは、６ｍ以上とするものとする。 
 
 

 

 建築物等の形態又 
 は色彩その他の意
匠の制限 

 

 

  道路に面する建築物等の外壁、もしくは、これに代わる柱の色彩は刺激的な原色を避け、落ち着きのある色調若しくは明るい
色調にするものとする。 

 

 

 垣又はさくの構造 
 の制限 
 

 

  道路に面した部分に設ける垣若しくは柵は、樹木によるものとし、敷地内の緑地と一体的に作るものとする。 
  なお、ネットフェンス等を併用することを妨げない。 
 

 「地区計画の区域、地区施設の配置は計画図表示のとおり」                                （※は知事協議事項） 
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